
（参考２） 

明日の安心と成長のための緊急経済対策(抜粋)

Ⅱ．具体的な対策

１．雇用―緊急対応策を強化するとともに、雇用戦略を推進する。

（４）緊急雇用創造の拡充

成長分野を中心とした雇用創造を推進するため、先般策定した「緊急雇用創造プログラム」の拡充

を図る。

＜具体的な措置＞

○重点分野における雇用の創造

・ 介護、医療、農林、環境・エネルギー、情報通信、観光、地域社会雇用等の分野における新たな

雇用機会の創出、地域ニーズに応じた人材育成を推進する。

○地域社会雇用創造事業の創設

（ｱ）社会起業インキュベーション事業

・ ＮＰＯや社会起業家など社会的企業等の創業・事業化を通じて、「地域社会雇用」を創造する。

このため、社会起業プラン・コンペティションを通じて、スタートアップ等を支援する。

（ｲ）社会的企業人材創出・インターンシップ事業

・ 社会的企業分野におけるインターンシップを含めた人材創出に取り組む。

６．「国民潜在力」の発揮

（２）「『新しい公共』推進プロジェクト（仮称）」

国民一人ひとりが、人を支えるという役割を積極的に担うことにより、新たな雇用の場を創造す

る。そのため、ＮＰＯや社会起業家など「社会的企業」主導の「地域社会雇用創造」を本格的に推

進する。さらに、社会的企業の法制面の検討や関係者が幅広く参加する「円卓会議」を開催する。

＜具体的な措置＞

○地域社会雇用創造事業の創設（再掲）

（ｱ）社会起業インキュベーション事業

・ ＮＰＯや社会起業家など社会的企業等の創業・事業化を通じて、「地域社会雇用」を創造する。

このため、社会起業プラン・コンペティションを通じて、スタートアップ等を支援する。

（ｲ）社会的企業人材創出・インターンシップ事業

・ 社会的企業分野におけるインターンシップを含めた人材創出に取り組む。

○「社会的企業」の法制面の検討（寄付金税制を含む）

・ 国民の社会的活動への多様な参画を促進する観点から、社会的企業の起業、活動が促進されるよ

う法制面から検討する（ＮＰＯなどの法人制度のあり方や寄付金税制の問題も含む）。

○「『新しい公共』を実現する円卓会議」の開催

・ 「新しい公共」の考え方を国民各層の自発的な取組や行動に結びつけるため、ＮＰＯ・企業・学

者等による対話・協働を行う場として、円卓会議を開催する。


